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Ⅰ 事業の趣旨 

 

大阪の強みであるものづくり中小企業の集積と技術力を国内外に情報発信するため、

「技術、ＱＣＤ(※1)、財務、ＣＳＲ(※2)」などの総合的な観点から、市場での高い評

価が期待でき、大阪産業の活性化と地域社会への貢献に資すると認められるものづく

り中小企業を、「ものづくり優良企業 2026」として、選定・顕彰します。 

(※1)：Quality（品質）、Cost（コスト）、Delivery（納期）の要素の頭文字 

(※2)：企業の社会樹責任（corporate social responsibility）の略 

 

Ⅱ 表彰区分 

 

１ 優良企業賞 

 応募企業の中から、「技術力」、「ＱＣＤ」、「財務」、「ＣＳＲ」などの審査

項目において、高い評価を獲得した企業を表彰 

 

２ 上位賞 

 「１ 優良企業賞」受賞企業の中から、特に優秀と認められる企業を以下の各賞に

選出します。 

 

(1) 最優秀企業賞 

すべての審査項目において高水準で、かつ総合評価で最も高い評価を獲得した

企業を表彰             

 

(2) 夢・未来・ORIST賞（（地独）大阪産業技術研究所理事長賞） 

自社技術に夢があり、技術に未来を感じさせる高い評価を獲得した企業に対し

て審査委員会が特に認めた企業を表彰 

 

(3) 審査委員特別賞 

最優秀企業に準ずる高い評価を獲得した企業に対して審査委員会が特に認めた

企業を表彰 

 

Ⅲ 応募の要件 

 

１ 対象企業 

 

大阪府内に本社を有する中小企業者(*1)で、業種が製造業(*2)又は組込ソフトウェ

ア業(*3)として、工業製品の設計、製造技術に関連する事業を営む会社又は個人と

します。ただし、出資構成において、大企業の子会社は除きます。 

なお、創業又は事業開始から3年以上を経過し、直近期2年分の決算書類を提出で

きる場合に限ります。 

製造業等の業種は、「主たる事業」によって分類します。この場合の主たる事業

とは、直近期の決算上の売上金額を、「日本標準産業分類」による事業ごとに区分

した際に、売上金額が最も大きい事業とします。 

 

(*1)中小企業者：中小企業基本法第２条第１項の各号のいずれかに該当する者とし

ます。 



 - 3 - 

(*2)製造業：有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新製品を製造し、

これを卸売する事業をいいます。 

(*3)組込ソフトウェア業：情報通信器具、輸送用機械器具、家庭用電気製品等に組

み込まれ、機器の機能を実現するためのソフトウェアを

作成する事業をいいます。 

 

２ 「匠企業」としての協力 

受賞企業は、「匠企業」として、自社の販路拡大のための取組を行っていただく

ほか、大阪府が行う府内製造業のプロモーションに、可能な限りご協力いただきま

す。 

（例）・社屋や展示会等での「匠ロゴマーク」の積極的な掲示・活用・PR 

・匠企業ホームページへの企業情報の掲載・特集記事等の取材協力 

 

３ 前回の受賞以降の新展開について 

令和7年度（大阪ものづくり優良企業賞2025）の受賞企業については、次のいず

れかを満たすことが応募要件となります。 

 

(1) 前回受賞時と比較して、新技術や新製品があり、既に販売・宣伝・流通等して

いること 

※新技術…前回受賞時と異なる方法、素材、サイズ 等 

新製品…前回受賞時と異なる用途や機能を備えた製品（耐久性の向上やサステ

ナブル化等を含む） 

(2) 前回受賞時と比較して、新たな市場に属する技術や製品があり、既に販売・宣

伝・流通等していること。 

※「新たな市場」とは、前回受賞時に対象となっていなかったニーズ・属性（法

人／個人、業種、行動特性等）を持つ顧客層を対象とする市場を指す。 

  

Ⅳ 審査・選考方法・選考結果通知など 

 

１ 審査・選考方法 

 有識者で構成する大阪中小企業顕彰事業審査委員会による審査結果を受け、大阪

中小企業顕彰事業実行委員会が受賞企業を決定します。 

 

(1) 第一次審査 

提出された書類に基づき、優良企業賞受賞候補を選考します。なお、必要に応

じて追加資料等の提出をお願いする場合があります。 

 

(2) 第二次審査 

優良企業賞受賞候補として選考された企業から、特に優れた評価を獲得した企

業（上位賞候補企業）を対象に、現地訪問、プレゼンテーション、審査委員によ

る質疑を行い、最優秀企業賞、夢・未来・ＯＲＩＳＴ賞、審査委員特別賞を選考

します。 

審査の結果、最優秀企業賞などの上位賞企業については、実行委員会事務局か

ら詳細を通知します。 

第二次審査の現地訪問できない場合やプレゼンテーションに出席できない場合

は、第二次審査の選考対象となりません。 
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２ 審査項目 

 「技術力評価」、「ＱＣＤ評価」、「財務評価」、「ＣＳＲ評価」、「参考評価

」の各項目について審査します。 

  ＊審査項目の詳細については、P.7【参考】をご参照ください。 

 

３ 選考結果の通知、受賞の取り消し 

 

(1) 選考結果の通知 

    選考結果は、大阪中小企業顕彰事業実行委員会事務局から各応募企業に対し、

郵送等により通知します。 

 

(2) 受賞の取り消し 

（以下の各号に該当する場合、受賞は取り消しとなります。） 

 

   ① 受賞企業として選考された企業が、破産等により事業の継続が困難となった

場合。 

   ② 暴力団員又は暴力団密接関係者であること、また、法人にあって役員等がこ

れらの者と判明した場合。 

   ③ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては拘禁刑以上の刑に処せられ、その

執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しな

い者に該当していたことが判明した場合。 

   ④ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49 

    条に規定する排除措置命令又は同法第62条第１項に規定する納付命令を受け、 

    その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から１年を経過しない

者であることが判明した場合。 

   ⑤ 受賞企業として選考された企業が、当実行委員会事務局との円滑な連絡調整

等に応じず、本事業の遂行の妨げになる場合。 

   ⑥ 応募書類の記載内容に虚偽の記載があることが判明した場合。 

 

Ⅴ 応募 

 

１ 応募期間 

２０２６年４月６日（月）から７月６日（月)まで 

 

上記期間中、応募説明会を月２回程実施するほか、応募書類作成支援も実施します。 

詳しくは末尾の〔大阪中小企業顕彰事業実行委員会事務局〕に記載のＨＰにてご確

認ください。 
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２ 応募方法 

 

(1) 提出方法 

電子オンラインシステムにより、データをアップロードして提出してください。 
＜URL＞ 
https://lgpos.task-
asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/cd738d40-
9193-4d3f-91a0-ddc30253a14e/start 

 

(2) 提出する書類 

（ア）必須提出書類 

 ①応募書類 

＊様式に必要事項を入力のうえ、提出してください。 

②会社案内 

③製品・技術等のカタログ 

④決算書類(直近期２年分)  

・貸借対照表  ・損益計算書  ・製造原価報告書 

・販売費及び一般管理費内訳書  ・個別注記表 

＊必要に応じて勘定科目内訳書を提出していただく場合があります。 

＊連結決算を実施している企業にあっては、連結決算書も提出してく

ださい。 

⑤定款又は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピー 

＊登記情報提供サービスにより取得したPDFファイルも可） 

⑥申立書（大阪府暴力団排除条例等に関する申立書） 

⑦チェックシート（提出書類確認書） 

⑧アンケート（システムに直接入力してください） 

（イ）必要に応じて提出するもの 

 ○過去3年間に新聞・雑誌等で紹介された記事のコピー 

○応募書類に関する補足資料 

＊「①応募書類」の内容をアピールするための補足資料 

＊補足資料には番号を振り、資料の見える部分に表示してください。 

その番号を応募書類の「＊補足資料  □無 □有【№   】」

に記入して、どの部分の補足資料かわかるようにしてください。 

＊複数の資料がある場合は１つのファイルにまとめてアップロードし

てください。 

(例)ファイルを繋げて1つにする 

フォルダにまとめてzip形式にする 等 

○その他必要と思われる書類 

 

(3) 注意事項 

①システムの利用には、利用者登録が必要です。 

➁あらかじめデータを準備してから、作業を開始してください。 

システム上、一定時間操作が行われない場合サーバーとの通信が切断され、タ

イムアウトとなります。 

③１ファイルあたり50MB、１手続あたり100MBまで添付可能です。 

④「⑧アンケート」のみ、システムに直接入力してください。 

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/cd738d40-9193-4d3f-91a0-ddc30253a14e/start
https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/cd738d40-9193-4d3f-91a0-ddc30253a14e/start
https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/cd738d40-9193-4d3f-91a0-ddc30253a14e/start
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(4) 電子オンラインシステムからの応募が難しい場合 

郵送による応募も受け付けます。 

事務局にご連絡のうえ、送付してください。 

 
《参考：郵送の場合の提出書類等》 
(a)郵送物：「(2) 提出する書類」を紙に印刷したもの 
(b)紙の大きさ：Ａ４サイズ 
(c)必要部数：（ア）①～③   各３部 

➃     各期２部 
⑤～⑧   各１部 

（イ）      各３部 
(d)問合せ先・提出先：末尾の〔大阪中小企業顕彰事業実行委員会事務局〕までお問合せのうえ、

送付してください。 
(e)郵送の場合の注意事項：・書留郵便等配達の記録が残る方法で送付してください。 

・７月６日（月）１７：００必着とします。 

 

■応募にあたっての注意事項 

① 審査の過程により、資料の追加提出をしていただく場合があります。 

➁ 提出された書類は本顕彰事業の選考審査以外の目的には使用しません。 

③ 応募書類の記入漏れや提出書類に不備がある場合は、選考対象から除外される場

合があります。 

➃ 提出された書類及びデータは返却できませんので、予めご了承ください。 

 （提出書類は必ず控えを保管してください。） 

⑤ 審査の状況・選考結果に関するお問い合わせには一切お答えできませんのでご了

承ください。 

 

４ 受賞者の公表と表彰式 

受賞企業及び受賞内容については、大阪府のホームページ等で公表するとともに

、表彰式において賞状の授与を行います。 

なお、表彰式等の詳細については、追って受賞企業に連絡します。 

 

Ⅵ 大阪中小企業顕彰事業実行委員会の構成団体 

  ・大阪府 https://www.pref.osaka.lg.jp/ 

  ・大阪府商工会議所連合会 https://www.osaka.cci.or.jp/ 
  （事務局：大阪商工会議所） 

・大阪府商工会連合会 http://www.osaka-sci.or.jp/ 

  ・公益財団法人大阪産業局  https://www.obda.or.jp/ 

  ・地方独立行政法人大阪産業技術研究所 https://orist.jp/

https://www.pref.osaka.lg.jp/
https://www.osaka.cci.or.jp/
http://www.osaka-sci.or.jp/
https://www.obda.or.jp/
https://orist.jp/
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【参 考】           評価点最高100点のうち50点以上を優良企業賞とします。 

審査項目 審   査   項   目   詳   細 

【 技 術 力 評 価 】 

 

 

 

評価点：最高40点 

① 主要な技術や製品の独自性について 

② 主要な技術や製品の技術水準について 

③ 大手企業や大学、公設試との研究開発連携の実施状況について 

④ 国や自治体等の補助金や委託研究開発資金の獲得状況について 

⑤ 今後の技術高度化への取組みについて 

【 Ｑ Ｃ Ｄ 評 価 】 

 

 

 

 

 

 

 

評価点：最高30点 

① ＩＳＯ9001、ＪＩＳマーク等の品質保証、認証・認定取得状況について 

② 品質保証体系、体系図について 

③ 原価設定、計算方法について 

④ コスト低減に向けた取組みについて 

⑤ 納期遵守のための管理方法について 

⑥ 納期短期化に向けた取組みについて 

⑦ 直近6ヶ月の顧客要求納期に対する平均遵守率について 

⑧ IoT、AI等、製造現場でのITを活用した生産性向上の取組みについて 

⑨ 現場改善活動などＱＣＤに関する全社的な取組みについて 

【 財 務 評 価 】 

 

 

評価点：最高20点 

（独）中小企業基盤整備機構の経営自己診断システムを用いて、直近期２年

分の決算数値を基に、次の項目について経営状態を評価 

① 収益性    ② 効率性    ③ 生産性 

④ 安全性    ⑤ 成長性 

【 Ｃ Ｓ Ｒ 評 価 】 

 

 

 

 

評価点：最高10点 

① 人材育成方法の策定について 

② 人材活用・活躍に関する国や大阪府の受賞・認定について 

③ 多様な人材活用・活躍に関する取組みについて  

④ 過去3年間の平均離職率について 

⑤ 地域貢献や社会貢献に対する取組について 

⑥ 地球環境の保全に関する事項について 

※参考評価 ① 表彰・顕彰制度の受賞歴(過去５年以内)について 

＊参考評価については、他の評価の合計得点が同点の際に加点要素として考慮する場合があ
ります。 

＊評価点については、現時点でのものであり、審査の時点で若干の変更等がある場合があり
ます。 

＊以下のいずれかの場合は落選となりますのでご注意ください。 
・技術力評価：一定の水準に満たないもの ・ＱＣＤ評価：０点 ・ＣＳＲ評価：０点 

 

【主要スケジュール（予定）】 
・募集締切日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和８年７月６日 
・第一次審査結果（内定）・第二次選考企業の通知・・・・・令和８年９月上旬 
・第二次選考：上位評価企業のみ実施（概ね５社程度）・・・令和８年９月～11月 

《現地訪問・プレゼンテーション・質疑応答による審査》 
・選考結果通知《受賞企業の公表》・・・・・・・・・・・・令和８年12月上旬 
・表彰式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和９年２月頃 

＊上記スケジュールについては、あくまでも公募開始時点での予定です。 

 

 

〔大阪中小企業顕彰事業実行委員会事務局〕 

大阪府商工労働部 中小企業支援室 

ものづくり支援課 販路開拓支援グループ 

〒559-8555 大阪市住之江区南港北１丁目 14－16 

      大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）25階 

TEL：06-6210-9413 FAX：06-6210-9505 

E-mail：hanrokaitaku@gbox.pref.osaka.lg.jp 

https://www.pref.osaka.lg.jp/keizaikoryu/yuryokigyosho/ 

mailto:hanrokaitaku@gbox.pref.osaka.lg.jp
https://www.pref.osaka.lg.jp/keizaikoryu/yuryokigyosho/

